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1 受発注者の協議･回答の迅速化(ワンデーレスポンス活動)

工事現場において諸問題が発生した場合、対処に必要な意思決定に時間を費やさな

いよう、発注者、受注者の双方ができる限り迅速な協議・回答を実施する。

①発注者の取組

 ⅰ)諸問題に対して、「現場を待たせない」「速やかに回答する」という迅速な対応を

組織的に意識して実施する。

 ⅱ)迅速な回答が困難な場合、いつまでに回答が必要なのかを受注者に確認のうえ

「回答期限」を予告するなど、現場にて受注者が次の段取りができるような回答

を行う。

②受注者の取組

 ⅰ)発注者が迅速な回答を実施するために、的確な状況の資料等により報告を早期に

行うこと。

 ⅱ)報告及び協議に併せて、いつまでに回答が必要なのかを発注者に伝えること。

 ⅲ)発注者と綿密な打合せと情報共有を図ること。
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2 ウィークリースタンスの実施

ウィークリースタンスは、受発注者で１週間のルール（スタンス）を目標として定

め、計画的・効率的に工事および業務を履行することで、より一層の品質向上に努め

ると共に、ワーク・ライフ・バランスの推進など、担い手の確保、育成を図ることを

目的とする。（ウィークリースタンス実施要領（案）【令和 6 年 7 月 1 日適用】を参

照）

①対象

 土木部所管の全ての工事を対象とする。ただし、災害対応等の緊急を要するものは

除く。

②実施内容

 着手時の打合せにおいて、受発注者間で詳細な内容を設定し実施する。

ⅰ)休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。

ⅱ)休前日（金曜日等）は新たな依頼をしない。

ⅲ)勤務時間外に書類等の作成等依頼をしない。

ⅳ)昼休みや勤務時間外の打合せ等を行わない。

ⅴ)作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）

ⅵ)打合せは Web 会議(ビデオ会議機能)も活用する。

ⅶ)前各号のほか、受発注者間において確認のうえ、決定した工事や業務の労働環

境改善に関わる取組を行う。

なお、災害対応等の緊急を要する場合は「例外」とする。また、工事途中での取組

の変更も可能とする。
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3 設計・施工技術連絡会（三者会議）

設計・施工技術連絡会議は、「公共工事の品質確保」及び「隠れたリスクの明確化に

よる適切な工程管理の実施」を目的として、発注者、設計者、受注者の三者が工事着

手前に、一堂に会して施工上の課題の解決を行う場とする。(平成 22 年 5 月 28 日

付技企第 1024 号を参照)

①対象工事

『工事発注後に発注者、受注者の間で疑義が生じ、生じた疑義の内容・工事の技術

的難易度等を勘案した上で、隠れたリスクの明確化が必要であると考えられ、三者会

議の開催が必要であると発注者が判断した工事』を対象とする。

②それぞれの役割

発注者：事業目的、現地条件等の工事全般に関する注意事項等の伝達

設計者：設計業務の成果品による設計思想・設計条件等の伝達

受注者：施工上の課題、仮設計画に関すること、新技術の提案等の説明

③費用の負担

 受注者に対する費用 ： 工事打合せに含まれる。

 設計者に対する費用 ： 発注者は、旅費交通費、会議への出席に要する費用につい

て、設計者と業務委託契約（随意契約）を締結することを

原則とする。

④留意点

課題の原因が工事に関する設計業務等委託成果品の契約不適合による場合は、土

木設計業務等委託契約書に基づき、成果品の修補を設計者に行わせる。ただし、契

約不適合責任期間を過ぎている場合はこの限りではない。


